
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要（変更した
内容について記述
する）

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 24,541,000 円（税込み）

変更金額 550,000 円（税込み）

変更後の契約金額 25,091,000 円（税込み）

変更理由

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６マルキュービル

・現地踏査、概況ヒアリング等Ｂ－イ、Ｂ－ロ、権利者の特定、補償額算定書の照
合、公共用地交渉用資料の作成等Ｂ－イ、Ｂ－ロ、公共用地交渉（補償内容等の
説明）Ｂ－ロ、公共用地交渉（補償契約書の説明承諾）Ｂ－イ、Ｂ－ロ、Ｂ－ホ、権
利者以外の関係者との軽微な対応、移転履行状況等の確認等Ｂ－ロ、関係機関
等との連絡・調整について、実施数量の精査により増。
・概況ヒアリング等Ｂ－ハ、Ｂ－ニ、公共用地交渉用資料の作成Ｂ－ハ、Ｂ－ニ、公
共用地交渉（調書の説明確認）Ｂ－イ、Ｂ－ロ、Ｂ－ハ、Ｂ－ニ、Ｂ－ホ、公共用地
交渉（補償内容等の説明）Ｂ－イ、Ｂ－ハ、Ｂ－ニ、公共用地交渉（損失補償協議
書の交付説明）Ｂ－イ、Ｂ－ロ、Ｂ－ハ、Ｂ－ニ、公共用地交渉（補償契約書の説明
承諾）Ｂ－ハ、Ｂ－ニ、移転履行状況等の確認等Ｂ－イ、Ｂ－ハ、Ｂ－ニについて、
実施数量の精査により減。
・履行場所について、急遽公共用地交渉等の必要が生じたため、一般国道１７号
改築（渋川西バイパス）を追加する。
・工期については変更しない。

R7高崎河川国道用地補償総合技術業務

特記仕様書第3条　履行箇所のとおり

補償関係コンサルタント業務

元特記仕様書第３条の履行箇所について、以下のとおり追加する。
「４）一般国道群馬１７号改築（渋川西バイパス）（群馬県渋川市渋川から群馬県渋
川市金井まで）」

元特記仕様書第４条について、以下のとおり改める。
「・一般国道群馬１７号改築（綾戸バイパス）　　　　６権利者
・一般国道群馬５０号改築（前橋笠懸道路）　　　　２７権利者
・一般国道群馬１７号改築（猿ヶ京地区歩道拡幅）　８権利者」を
「・一般国道群馬１７号改築（綾戸バイパス）　　　　４２権利者
・一般国道群馬５０号改築（前橋笠懸道路）　　　　１７権利者
・一般国道群馬１７号改築（猿ヶ京地区歩道拡幅）　８権利者」に改め、
「・一般国道群馬１７号改築（渋川西バイパス）　　　１０権利者」を
追加する。

令和7年4月8日

令和8年3月31日

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年3月5日

関東建設マネジメント株式会社


